
 

 

 

 

１２月分                            №４ 

件 名  県庁舎 2階にある食堂の飛沫防止パネルについて 

受付日 令和 5年１２月６日 

ご意見・ご提案

の概要 

 県庁舎２階の食堂を利用して残念だったことは、飛

沫防止パネルが全ての席に設置されていたことだ。コ

ロナも５類感染症に移行した中で、いつまでパネルを

設置しておくのか、不思議でならない。 

 席にも座りにくく、グループで食事をするのに、と

ても不快に感じた。食堂の飛沫防止パネルは、一刻も

早く取り外すべきだと思う。ぜひ前向きな検討をお願

いしたい。 

県の考え方  新型コロナウイルス感染症は令和５年 5月に 5類

感染症に変更されたところですが、今も感染力は依然

として強く、感染予防対策は今後も重要と考えており

ます。 

当該職員食堂は、多くの職員が利用することから、

感染者の増加により県政運営に支障が生じることのな

いよう、特に感染予防対策を慎重に実施する必要があ

ると考えておりますので、ご理解をお願いいたしま

す。 

担当課 総務部 職員厚生課 

 


